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P1

　　　　責任者　所　　　長　杉浦　佳作

作成日：2023年7月21日

作成者：小野島　常夫 

Ⅰ．取組の対象組織・活動

１．組織の概要

　（１）事業者名及び代表者名

　　　　ヤマケン株式会社

　　　　代表取締役　小野島　常夫

　（２）所在地

　　　　本社　　　　　　〒451-0075愛知県名古屋市西区康生通一丁目26番地

　　　　九之坪中間処理場〒481-0041愛知県北名古屋市九之坪龍子田22番地

　（３）環境管理責任者氏名及び連絡先

　　　　５月～４月

                e-mail:kunotsubo@e-yamaken.net

        事業内容

　　　　一般貨物自動車運送事業

　　　　産業廃棄物収集運搬業

　　　　産業廃棄物処分業

　（４）事業の規模

　　　　法人設立年月日：２００８年３月３日

　　　　資本金　　　　：１０（百万）円

　　　　売上高　　　　：１２９（百万）円（２０２３年４月）

　　　　敷地面積　　：本社５１４㎡

　（５）事業年度

　　　　　　　　　　　処理場２７８８㎡
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2023/8/19現在

　　　　積替え、保管を除く

　　　（２）事業の範囲

　　　　　　※車両は一般貨物自動車運送事業と共用

愛知県 廃プラスチック類（自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を
含む。）、紙くず、木くず、
繊維くず、金属くず（自動車等破砕物を除く。）、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰ
ﾄくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）
及び陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含
む。）、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）

岐阜県

三重県

　　　（３）従業員数　：１１名

　　　（４）※保有車両：大型ダンプ　　　　　　6台（土砂ダンプ）

　　　　　　　　　　　４tダンプ　　　　　　２台

　　　　　　　　　　　クラムシェル付ダンプ　1台（４ｔダンプ級）

　　　　　　　　　　　２ｔダンプ　　　　　　4台

　　　　　　　　　　　脱着装置付

　　　　　　　　　　　コンテナ専用車　　　　1台（２ｔダンプ級）

　　　　　　　　　　　　　　運搬用機（コンテナ）　４３個（４㎥）

　　　（５）事業規模

　　　　　　a.収集運搬量：415.34ｔ　　（2022.5～2023.4）

　　　　　　　　　　　コンテナ専用車　　　　1台（２ｔダンプ級）

２．事業概要

　（Ａ）一般貨物自動車運送事業

　　　（１）許可番号：中運自貨振　第４２４号

　　　（２）敷地面積：５１４㎡

　　　（３）保有車両：大型ダンプ　　　　　　6台（土砂ダンプ）

　　　　　　　　　　　４tダンプ　　　　　　 1台

　　　　　　　　　　　クラムシェル付ダンプ　1台（４ｔダンプ級）

　　　　　　　　　　　２ｔダンプ　　　　　　4台

　　　　　　　　　　　脱着装置付

許可の年月日

許可の有効年月日

平成30年8月8日

平成35年8月7日（許可更新申請中）

許可の年月日

許可の有効年月日

令和5年6月20日

令和12年6月9日

令和5年7月28日

令和12年7月3日

　　　（４）事業規模

　　　　　　a.運送量：65,320トン（2022.5～2023.4）

　（Ｂ）産業廃棄物収集運搬業

　　　（１）許可内容

愛知県 第02300142928号

岐阜県 第02100142928号

三重県 第02400142928号

許可の年月日

許可の有効年月日

P2

以上　７品目（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）



　

P3

　　　　　　ｂ．選別：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

　　　　　　　　　　　金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器

　　　　　　　以上２品目（上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

　（Ｃ）産業廃棄物処分業

　　　（１）許可内容

愛知県

許可の年月日 平成31年3月17日

第02320142928号

　　　（２）事業の区分

　　　　　　中間処分（圧縮、選別、破砕）

　　　（３）産業廃棄物の種類

　　　　　　a.圧縮

　　　　　　　廃プラスチック類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）

許可の有効年月日 平成36年3月16日

　　　　　　  紙くず

　　　　　　　廃プラスチック類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）、
　　　　　　　紙くず、木くず、繊維くず、金属くず（自動車等破砕物を除く。）、ｶﾞﾗｽ
　　　　　　　くず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除
　　　　　　　く。）及び陶磁器くず（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除
　　　　　　　く。）、がれき類石綿含有産業廃棄物を除く。）

　　　　　　　紙くず

　　　　　　　木くず

　　　　　　　　　　　ＳＤ２５　　２台

　　　（８）事業規模：中間処理量：1470.722t　（2022.5～2023.4）

　　　　　　ｃ．破砕：廃プラスチック類　3.8ｔ／日（0.48ｔ／時間）

　　　　　　　　　　　紙くず　　　　　　4.5ｔ／日（0.57ｔ／時間）

　　　　　　　　　　  木くず　　　　　　4.6ｔ／日（0.58ｔ／時間）

　　　（５）従業員数：３人

　　　（６）敷地面積：２７８８㎡

　　　 (７) 保有重機： ＥＸ１２０　３台

　　　　　　　　　　　くず、がれき類　163㎥／日（20.5㎥／時間）

　　　　　　b.選別

　　　　　　　以上7品目（上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

　　　　　　c.破砕

　　　　　　　廃プラスチック類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）

　　　　　　　以上３品目（上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

　　　（４）処理能力

　　　　　　ａ．圧縮：廃プラスチック類　1.92ｔ／日（0.24ｔ／時間）

　　　　　　　　　　　紙くず　　　　　　1.6ｔ／日（0.2ｔ／時間）



　（１）全組織・全活動

Ⅱ．認証・登録の対象組織・活動

P4

　　　（９）処理工程



従業員数　　１４名

４H以上/日：１４名

４H以下/日：０名

（６月１日現在）

杉浦所長

３名

部門長 小野島・杉浦

・環境方針の理解と環境への取組みの重要性の理解

P5

・外部からの苦情等の受付

・環境活動レポートの作成

・環境関連文書及び記録の作成・管理等

　　　　　小野島社長

　　　　　１１名

・代表者による全体の評価と見直し

・環境経営システムを構築・運用・維持し、その

　状況を代表者に報告

作成日　２０２１年６月１２日

Ⅲ．ＥＡ２１実施体制図

　環境活動へ参加

・決められたことを守り、自主的・積極的に

・環境活動計画の実施状況確認

代表者 小野島

・部門の環境目標及び環境活動計画の運用管理

全従業員 ―

環境管理

責任者及

び事務局

杉浦

・環境方針の策定

・環境管理責任者の任命

・資源（人員・設備・費用等）の準備

代表者

代表取締役 小野島 常夫

環境管理責任者（事務局兼）

所長 杉浦 佳作

産廃部 運送部



　

　　　　　　　　　　　　　　　ヤマケン　株式会社

P6

　②エコ運転をはじめ、省エネルギーに取り組み二酸化炭素の
　　排出量を削減します。

　③節水につとめ水道水の使用量を削減します。

　④社会貢献活動を積極的に行います。

３．本方針を全従業員に周知徹底します。

制定日　　２０２１年６月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　小野島常夫

　①廃棄物の分別の徹底し、リサイクルの推進につとめ廃棄物
　　の埋め立て処分量を削減します。

Ⅳ．　環　境　経　営　方　針

１．環境関連法規則や当社が約束したその他の要求事項を遵守し
ます。

２．次の事項について具体的な環境目標・環境活動計画を定め実
施します。

当社の経営理念『YAMAKENは豊かな心で安全、快適な環境を
創造します。』を実行し、また、環境経営システムの構築及
び運用することにより、自主的・積極的に、環境への取組を
継続的に改善しながら推進します。



実績

 (2020/５月～

2021/４月）

実績

(2020/12～

2021/4月)

2021年度

（12～4月）

2022 年度

（5～4月）

2023 年度

（5～4月）

2024年度

（5～4月）

280,142.19 110,452.01 - - - -

2,153.78 2,040.87
1.0%削減

2132.24

2.0%削減

2110.70

3.0%削減

2089.17

4.0％削減

2067.63
使用量実数値

16676.00ｋWh

使用量実数値

7496.00ｋWh
- - - -

128.21 138.51
1.0%削減

126.93

2.0%削減

125.65

3.0%削減

124.36

4.0%削減

123.08
 使用量実数値

1686.00ℓ

 使用量実数値

629.00ℓ
- - - -

129.62 116.22
1.0%削減

128.32

2.0%削減

127.03

3.0%削減

125.73

4.0%削減

124.43
使用量実数値

98950.00ℓ

使用量実数値

39105.00ℓ
- - - -

760.74 722.56
1.0%削減

753.13

2.0%削減

745.53

3.0%削減

737.92

4.0%削減

730.31
使用量実数値

5770.00ℓ

使用量実数値

2110.0ℓ
- - - -

443.61 389.87
1.0%削減

439.17

2.0%削減

434.74
- -

- - - - - -

148.50 48.00
1.0%削減

61.87

2.0%削減

145.53

3.0%削減

144.05

4.0%削減

142.56
排出量実数値

27kg

排出量実数値

9kg
- - - -

2.08 1.66
1.0%削減

2.06

2.0%削減

2.04

3.0%削減

2.02

4.0%削減

2.00

― 0.1%増加 0.2%増加 0.3%増加 0.4%増加

74.12% 76.33% 74.19% 74.27% 74.34% 74.72%

※A重油使用無しになった為2023年度より目標から除外 P7

実施・参加

※2019 年度の排出係数(調整後)を使用    電気使用量   関西電力    0.318kg-CO2/kWh

※化学物質は使用していない。 

※グリーン購入法適合商品を優先購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A重油の使

用量削減

売上による使用量

(ℓ/売上:千万円)

水使用量

削減

上水使用量

（㎥）

受入産業廃棄物

ﾘｻｲｸﾙ率

年間リサイクル率

(%)

一般廃棄物

排出量削減

排出量

(kg/売上:千万円)

社会貢献活動 実施・参加 実施 実施・参加

Ⅴ．中期環境経営目標

 

二酸化炭素

排出量総量

CO2 排出量
((kg-CO2)/売上：百万

円)

基準年度(2020 年度 中期目標

実施・参加 実施・参加

電力の

使用量削減

売上による使用量

(kWh/売上:百万円)

ガソリンの

使用量削減

売上による使用量

(ℓ/売上:千万円)

軽油の使

用量削減

売上による使用量

(ℓ/売上:百万円)

実施



Ⅵ．環境経営計画
P8

取組部署

・空調温度の適正化

（室温　冷房28℃　暖房20℃）

・不要照明の消灯 全部署

・機械設備のメンテナンス 全部署

・不要なアイドリングはしない 全部署

・エコドライブの実施 全部署

・タイヤ空気圧・オイル等の点検 全部署

・不要なアイドリングはしない 全部署

・エコドライブの実施 全部署

・タイヤ空気圧・オイル等の点検 全部署

・作業時間の短縮（重機） 産廃部

・不要なアイドリングはしない（重機） 産廃部

・作業時間の短縮（重機） 産廃部

水使用量削減 ・節水ポスターの掲示 全部署

・コピー用紙の再利用 全部署

・分別してリサイクルの徹底 全部署

・選別精度の向上 産廃部

・新規リサイクル工場の開拓 産廃部

・毎月１５日地域清掃活動 本社

・毎朝土場周辺の５分間清掃活動 本社

・年１回藤前干潟不法投棄ゴミ一掃大作戦参加 産廃部

・毎朝入り口付近の清掃活動 産廃部

社会貢献活動

A重油の使用

量削減

受入産業廃棄物

リサイクル率

電力の削減

取組計画

全部署

ガソリンの削

減

軽油の使用量

の削減

一般廃棄物

排出量削減



目標 実績 目標 実績

削減率（％）

- 110,452.01 - 263,894.53

1.0%削減

2132.24
2,040.87

2.0%削減

2110.70
2,041.58

-
使用量実数値

7496.00ｋWh
-

使用量実数値

16239.00ｋWh

1.0%削減

126.93
138.51

2.0%削減

125.65
125.63

-
 使用量実数値

629.00ℓ
-

 使用量実数値

1604.4ℓ

1.0%削減

128.32
116.22

2.0%削減

127.03
124.12

-
使用量実数値

39105.00ℓ
-

使用量実数値

96618.7ℓ

1.0%削減

753.13
722.56

2.0%削減

745.53
747.48

-
使用量実数値

2110.0ℓ
-

使用量実数値

2049.0ℓ

1.0%削減

439.17
389.87

2.0%削減

434.74
158.52

- - - -

1.0%削減

61.87
48.00

2.0%削減

145.53
82.0

-
排出量実数値

9kg
-

排出量実数値

24kg

1.0%削減

2.06
1.66

2.0%削減

2.04
1.86

0.1%増加 0.2%増加

74.19% 76.33% 74.27% 77.20%

実施・参加 実施

　　　　　　　　　　　　2021年度(4～5月)　　495300.0÷65176.0　　　　　　　　

  Ⅶ．実績と評価

 

二酸化炭素

排出量総量

CO2 排出量
((kg-CO2)/売上：百万円)

評価

〇

〇

〇

※原単位算出に用いた売り上げ　2020年度　13,007（万円）

受入産業廃棄物

ﾘｻｲｸﾙ率

年間リサイクル率

(%)

〇10.6%

　　　　　　　　　　　　　　　2022年度　12,926（万円）

※リサイクル率の計算に用いた実績（有価+再資源化）÷処理量（ｋｇ）

　　　　　　　　　　　　2020年度　　　　　　1070118.0÷1443858.0

44.8%
水使用量

削減

上水使用量

（㎥）

一般廃棄物

排出量削減

排出量

(kg/売上:千万円)

電力の

使用量削減

売上による使用量

(kWh/売上:百万円)

ガソリンの

使用量削減

売上による使用量

(ℓ/売上:千万円)

軽油の使

用量削減

売上による使用量

(ℓ/売上:百万円)

〇

×

〇
A重油の使

用量削減

売上による使用量

(ℓ/売上:千万円)

2022年度（５～４月）2021年度（12～4月）

実施・参加 実施

　　　　　　　　　　　　2022年度　　　　　　1134700.0÷1470722.0　　　　　　　　P9

104.2%

5.2%

2.0%

4.2%

1.7%

64.3%

社会貢献活動 実施・参加 △

〇



P10

 評価

地域清掃、毎朝の５分間清掃は実施できている。

藤前干潟についてはコロナの影響により中止、今後開催されれば参加していく。

取組は今後も継続していく。

社会貢献活動 △

〇
裏紙の使用、使用後の用紙のリサイクル化に努め、又ペーパーレス化（FAXをモニター

で確認）を進めることで排出量の削減が出来た。

取組を継続

〇

Ⅷ．取組結果と来年度の取組

二酸化炭素

排出量総量

電力の

使用量削減

ガソリンの

使用量削減

〇

〇

〇

全体的に取組の成果が出てきた事で削減目標達成

取組はこのまま継続していく

取組結果と来年度の取り組み

使用量の削減もでき目標も達成できた

効果も出て来ているので取り組みは来年度も継続

不要なアイドリング、エコドライブの実施はされていた。

効果も出ている為取り組みは継続

取組は十分行えていたが期の途中から重機燃料がA重油から軽油になったため目標達成

できず。

取組の成果は出ているのでこのまま継続

期の途中からA重油廃止により大幅減

使用が無くなった為来年度より目標から削除

取り組みがしっかり根付いてきた

継続していく

新規の委託先が増えリサイクル率も向上した

取組は継続

受入産業廃棄物

ﾘｻｲｸﾙ率

一般廃棄物

排出量削減

軽油の使

用量削減

A重油の使

用量削減

水使用量

削減

×

〇

〇
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（１）違反、訴訟等の有無

　　　環境関連法規等の適用の条件及び届出・報告・測定・記録・遵守事項の要求事項について下記の通り、問題なく

　　　適正に対応しました。また過去3年間、訴訟、外部からの指摘や苦情もありませんでした。

（２）ヤマケン株式会社　環境関連法規制等一覧

条項

1 法3～11
浄化槽の保守点検、
定期検査他

あり・なし 〇
施行令
第6条
の11

産業廃棄物処理業
許可更新

あり・なし 〇
施行令
第6条
の9

産業廃棄物収集運搬業許可
更新

あり・なし 〇
法
第12条
の３の７

産業廃棄物管理票交付状況
等報告書

あり・なし 〇
施行令
第6条
の２-4

委託契約書 あり・なし 〇

3
第10条第2
項及び第3
項

産業廃棄物処理実績報告 あり・なし 〇

4
施行
　規則
第3条

処理を委託する場合におけ
る確認事項

あり・なし 〇

5
条例
第20条

県外廃棄物事前協議書 あり・なし 〇
産業廃棄物処理施設に係る
事前協議書

あり・なし 〇
産業廃棄物の中間処理業務
に関する協定書

あり・なし 〇

7
条例
第20条

県外事業者が，当該産業廃
棄物を市内へ搬入するとき
は，あらかじめ市長に届け
出なければならない。

あり・なし 〇

8
法
第4条
第5条

事業者の責務
国民の責務

あり・なし 〇
9

法
第5条

自動車の所有者の責務 あり・なし 〇
10

法
第4条

事業者及び消費者の
責務

あり・なし 〇
11 法第16条 簡易定期点検の実施(重機) あり・なし 〇
12

法
第6条

事業者及び消費者の
責務

あり・なし 〇

13
条例
第58条
　　13

作業騒音に係る規制 あり・なし 〇愛知県民の生活環境の保全等に関する条例
施行規則

条例
第122号

岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理
の適正化等に関する条例

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子
状物質の特定地域における総量の削減等に
関する特別処置法

使用済自動車の再資源化等に関する法律

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に係る法律

特定家庭用機器
再商品化法

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律

遵守状況
法令等の名称

Ⅸ．環境関連法規等の順守状況

6
北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の
指導に関する条例

2
廃棄物の処理
及び清掃に
関する法律

愛知県廃棄物の適正な処理の促進に関する
条例施行規則

岐阜県廃棄物の適正処理に関する条例

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細
則

No
関連法令・条例

主な届け・記録

浄化槽法

違反・訴訟・
苦情の有無
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Ⅹ．代表者による全体の評価と見直しの結果

１．見直しに必要な情報

・環境目標の達成状況

　　軽油の使用量削減目標の１項目が未達成でしたが、

　これは、9月度から処理場の重機、4台のうち3台の燃料を

　A重油から軽油に変更いたため軽油の使用量が増えた為であり、

　その分A重油の使用量は減っている。

　社会奉仕活動の一部がコロナ感染症の影響で一部実施できなかった

　部分もあるが、その他は良好である。

・環境法令等の遵守状況

　　違反・訴訟・苦情はありませんでした。

・外部からの環境に関する苦情や要望等

　　苦情や要望はありませんでした。

２．変更の必要性

環境方針 不要・要

環境目標 不要・要

環境活動計画 不要・要

環境経営システム 不要・要

変更の理由

３．評価結果及び指示事項

　本年度の環境目標９項目中、７項目で目標達成（軽油とA重油の関係を考慮

すれば8項目といえる）。日々の努力、気使い、気付きが結果につながっていると思いま

す。引き続き気を緩めることなく日々の努力を続けるようにしてください。又、　社会

貢献活動については、自社独自の取り組みは出来ているものの、関係団体等の主催の行

事が開催せれていないので、これに囚われず、広く情報を集めて参加できる事業に参加

する事。

　　2023年　　7月　　4日

代表者　小野島　常夫


